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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月7日(2010.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】凝縮水の収集用樋部材を含む冷却部材の接続構造
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吊り下げられるような下方側が開放して、露出するように設けられた、請求
項１の前段部に示された冷却デバイスに係る。
【背景技術】
【０００２】
　例えば吊り下げられるような下方側が開放して、露出するように配設された冷却デバイ
スは、従来技術に属している。そのような冷却デバイスは、特別な冷却棚に設けられるか
、商品上に自由に配設されるように設けられている。そのような冷却用薄板上で水が凝縮
する冷却デバイスでは、乾燥状態を保つか、又は、供給される水は霧とすることが要求さ
れている商品及び装置上に、水が垂れて溜まりがちである。
【０００３】
　この問題の満足する解決はまだ得られていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の主たる目的は、滴のような制御できない水分を溜めない手段により、下にある
領域を乾いたままにする冷却デバイスを提供することである。
【０００５】
　効率の上昇が滴の堆積を増やさないもので、特に、冷却されるべき商品の上に吊り下げ
られる冷却デバイスに接続される滴捕獲器（ドロップキャッチャー）が好ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は請求項１に記載されている。これらの特徴は、熱伝導を実質的に増加させ、そ
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のような冷却デバイスから流れる空気の温度を低減させることが可能である。
【０００７】
　請求項２－６は、本発明の特に有利な特徴が記載されている。本発明のさらなる詳細は
、以下の明細書から明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
本発明は、本明細書では以下の図面を参照してさらに説明される。
【図１】冷却パイプ上に薄板を含む冷却デバイスを含む本発明のある実施形態の、上から
見た平面図を示している。
【図２】図１の冷却デバイスの端面図を示している。
【図３】図１の冷却デバイス向けの薄板の側面図を示している。
【図４】図３の拡大部分を示している。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１には、二つの端部材１２、１３の間にアセンブル（組立）された冷却デバイスが示
されている。端部材１２、１３の間には、一連の冷却チューブ１４が冷却媒体の導通させ
るために接続されている。冷却チューブ１４は、一連の冷却フィン又は薄板１５を備えて
いる。冷却薄板１５は、冷却素子１１の全高にわたるように延伸されており、冷却チュー
ブ１４と接続されている。冷却薄板同士の間の距離は９ミリメータであってよい。
【００１０】
　本例の冷却デバイス１１には、重力による空気の移送機能を備える、垂直に延びるスロ
ットを含んでいる。本発明に従う冷却部材は、ファンを備える冷却デバイスにおいても用
いることが可能である。このことは、より自由な配置を可能にする。
【００１１】
　本発明に従う冷却デバイス１１は、技術的に住居利用のためのものと同様な、様々な冷
却目的に利用することができる。例えば、冷却部材は、冷却されるべき物の上に自由に配
設されることに適している。
【００１２】
　図２には、凝縮した水のために傾けられた傾斜収集用樋（シュート）部材１６が、冷却
デバイス１１の下側で、その一つの端部である端部材１３の端部の下側に配置されている
ことを示している。傾斜収集用樋部材１６は、凝縮された水を移すために、レベル制御付
きポンプを含むチャンバ１７内で終端している。
【００１３】
　図３には、図４に示されている拡大部分を含み、冷却薄板１５の側面図が示されている
。冷却チューブ１４は、各列４本の冷却チューブ１４を含む垂直な列１８になるように配
設されている。それらの列１８に隣接して収集用樋（シュート）部材１９が配設されてい
る。収集用樋部材１９は、平面で細長く、冷却チューブ１４の下側の下部に対して傾斜し
ている主部２０、上部の狭幅で下を向いた直角フランジ２１、やはり主部に対して直角で
、凝縮された水を取り出すためのＶ字型樋（シュート）部２３を与える下部フランジ２２
を有している。
【００１４】
　収集用樋部材１９は、薄板１５及び端部材１２、１３中に設けられた収集用樋部材の断
面に適応する各Ｓ字型スロット部２４を貫通している。各スロット部２４は樋部材シート
の厚さより幅広く、樋部材シートと、
‐樋部材シートの下面に面する上部突起部２５及び下部突起部２６、
‐Ｖ字型樋部２３の底に面する突起部２７、及び
‐樋部材シートの上部端における上面側を押圧する突起部２８、
で接触する接点（ノット）を備えている。
【００１５】
　よって、冷却チューブで凝縮された水は、収集用樋部材１９上に滴り、収集用樋の上面
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上に凝縮した水が収集される。収集用樋部材１９の下面側で凝縮された水は、樋部２３の
下部端に向かって少しずつ流れ、収集用樋部材１９の下側に、それと平行に設けられたＶ
字型樋（シュート）部材２９に滴る。Ｖ字型樋部材２９は、端部材１２と１３の中の、下
側収集用樋（シュート）に対応する突起部３１、３２、３３を有するＶ字型スロット部３
０中を貫通する。
【００１６】
　この配置は凝縮された水を冷却デバイス１１から樋部２３及び樋部材２９内に収集され
るようにし、さらにそこから冷却デバイス１１の端部に収集されるようにする。
【００１７】
　このことによって、本発明に従う冷却デバイスからの滴りをなくすことができる。これ
は、下面側が開放されている冷却デバイスでは、凝縮された水が溜まる可能性をなくすこ
とができ、特に有利である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却ユニットに接続し、
　下面側が開放して露出するように配設され、
　特に、冷却された物の下にある物に冷却された空気を放出するための冷却チューブと共
に冷却デバイスで使用され、
　冷却された空気を通過させるためのスロット部を規定するように配置される略平行な複
数の冷却薄板（１５）と、
　冷たい表面から凝集された水を収集するために設けられた細長い複数の収集用樋部材（
１９）と、
　その一端に交差するように配設された収集用樋部材（１６）とを含み、
　各第一の収集用樋部材（１９）は、各冷却薄板（１５）のアセンブリと一体化される
　ことを特徴とする冷却デバイス。
【請求項２】
　複数の細長い収集用樋部材（１９）は、
　冷却チューブ（１４）の別々のグループ毎に、冷却用薄板を横切るように割り当てられ
、各収集用樋部材（１９）の間に空気の中間流動のための複数の間隙が設けられるように
、冷却薄板（１５）に配設される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷却デバイス。
【請求項３】
　冷却チューブ（１４）は、
　垂直な列（１８）に配設される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷却デバイス。
【請求項４】
　収集用樋部材（１９）は、
　冷却薄板（１５）中のスロット部（２４）を貫通する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の冷却デバイス。
【請求項５】
　冷却薄板（１５）のスロット部（２４）は、
　収集用樋部材（１９）と接触する点（２５、２６、２７、３２、３３で）を備える、
　ことを特徴とする請求項４に記載の冷却デバイス。
【請求項６】
　第二のＶ字型収集用樋部材（２９）は、
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　各第一の収集用樋部材（１９）の下側に配設される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の冷却デバイス。
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